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平成３０年度都道府県著作権事務担当者講習会の開催について（通知） 

                                                                                                                                            
 日頃より著作権施策の推進に御理解・御協力いただき、ありがとうございます。  

文化庁では、毎年度、各都道府県・指定都市の著作権と関連を有する職務に従事する

職員を対象として、標記の講習会を実施しており、平成３０年度も実施要項（別紙１）

のとおり開催することとなりました。 

 ついては、関係部局と御調整いただき、参加希望の場合は、取りまとめの上「参加希

望者名簿」（別紙様式）を、メール（ ckyouiku@mext.go.jp）添付（エクセル版）にて平

成３０年４月２７日（金）までに御提出ください。（件名は「平成３０度都道府県講習

会参加希望（都道府県名・指定都市名）」としてください。）  
なお、本件については、文化行政分野に限らず、その他著作権と関係のある部署に対

しても幅広く回付していただくようお願いします。  
 
＜留意事項＞  
■ 「参加希望者名簿」（別紙様式）の受理後、その旨連絡をしますが、一週間程経ても

当課からの連絡がない場合はお電話にて御連絡願います。  
■ 「 参 加 希 望 者 名 簿 」 （ 別 紙 様 式 ） の エ ク セ ル 版 は 文 化 庁 ホ ー ム ペ ー ジ （ URL: 

http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seminar/h30/）に掲載しておりますので、御

利用ください。  
■ 参加者の決定後、各取りまとめ担当者を介し決定通知書を送付します。なお、参加希

望者が多数の場合は御参加いただけない場合がありますが、その際は各参加希望者へ

御連絡します。（例年は、希望者全員に御参加いただいています。）  
■  参加者には「参加者に対する留意事項について」（別紙２）を御周知くださるようお

願いします。 

 

 

 

 

 

 

【本件担当】  
  〒 1 0 0 - 8 9 5 9  
   東京都千代田区霞が関３－２－２ 
   文化庁長官官房著作権課 
  著作権普及係 齊藤・海野 
   電 話 0 3 ( 5 2 5 3 ) 4 1 1 1  内線31 6 9  
   F A X 0 3 ( 6 7 3 4 ) 3 8 1 3  
   E-mail c k y o u i k u @ m e x t . g o . j p  
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